
 

大妻女子大学大学院博士論文審査及び最終試験取扱内規 

平成２２年２月１９日制定 

（論文題目の提出） 

第１条 大妻女子大学学位規程（昭和４７年４月１日制定。以下「学位規程」という。）第 

４条第１項の規定に係る博士論文の審査を申請しようとする者は、第２年次の６月末日ま

でに、博士論文題目届を指導教員、専攻主任を経て研究科長に提出するものとする。 

２ 博士論文題目を変更するときは、博士論文審査の申請年度の７月末日までに、博士論文題

目変更届を指導教員、専攻主任を経て研究科長に提出するものとする。 

３ 大妻女子大学大学院学則（昭和４７年４月１日制定）第１３条各項ただし書きに基づき

在学期間を短縮できる者に係る論文題目に関する事項は、別途定める。 

（予備審査） 

第２条 博士論文の審査を申請しようとする者は、その申請の可否についての予備審査を受

けなければならない。 

（予備審査の申請） 

第３条 予備審査を申請する者は、次の書類を指導教員（学位規程第４条第２項及び第３項の

規定に係る博士論文の審査を申請しようとする場合は、本学博士後期課程の論文指導担当

教員のうち、予備審査を申請する者が希望する教員。以下同じ。）を経て専攻主任に提出

するものとする。 

(1) 予備審査申請書 １部 

(2) 博士論文（仮綴じでも可） １篇３部 

(3) 学位論文要旨 ３部（２０００字以内） 

(4) 履歴書 ３部 

(5) 研究業績書 ３部 

２ 学位規程第４条第１項の規定に係る博士論文の審査を申請しようとする場合、予備審査

申請書等の提出時期は、原則として９月末日又は３月末日までとする。 

３ 学位規程第４条第２項及び第３項の規定に係る博士論文の審査を申請しようとする場

合、予備審査申請書等の提出時期は、随時とする。 

４ 第２項に定める提出時期に提出しない者の予備審査申請書等は、受理しない。ただし、

特別の理由があるときは、研究科教授会の議を経て受理することがある。 

５ 予備審査のために必要があるときは、博士論文の訳文その他関係資料を提出させること

がある。 

（予備審査委員会） 

第４条 専攻主任は、予備審査を行うため、指導教員を含めた専攻内の専任教員３名の予備

審査委員で組織する予備審査委員会を設けるものとする。 

（予備審査の結果報告） 

第５条 予備審査委員会は、予備審査申請書等の提出のあった日から５週間以内に予備審査

を終了し、その結果を専攻主任に報告するものとする。 

２ 専攻主任は、前項の報告に基づき、専攻会議の議を経て、博士論文の審査を申請するこ

との可否を決定し、研究科長に報告する。 



 

３ 専攻主任は、予備審査を申請した者にその結果を速やかに通知するものとする。 

（論文審査の申請） 

第６条 博士論文の審査を申請する者は、次の書類を指導教員、専攻主任、研究科長を経て

学長に提出するものとする。 

(1) 学位申請書 １部 

(2) 博士論文 １篇４部（正本１部・副本３部。ただし、必要に応じてさらに提出させる

ことがある） 

(3) 学位論文要旨 ４部（２０００字以内） 

(4) 履歴書 ４部 

(5) 研究業績書 ４部 

２ 学位規程第４条第１項の規定に係る博士論文の審査を申請する場合、学位申請書等の提出

時期は、原則として１月１６日又は７月１５日とする。 

３ 学位規程第４条第２項及び第３項の規定に係る博士論文の審査を申請する場合、学位申請

書等の提出時期は、第５条第２項の規定に基づき博士論文の審査を申請することが認めら

れた日から３か月以内とする。 

４ 前２項に定める提出時期に提出しない者の学位申請書等は、受理しない。ただし、特別の

理由があるときは、研究科教授会の議を経て受理することがある。 

５ 博士論文の審査のために必要があるときは、博士論文の訳文その他関係資料を提出させる

ことがある。 

（学位論文審査手数料） 

第７条 学位規程第６条第１項に規定する学位論文審査手数料は、１７５，０００円とする。 ２ 

前項の規定にかかわらず、学位規程第４条第３項に規定する者のうち、退学後３年を越 

えて博士論文の審査を申請する者の学位論文審査手数料は、７５，０００円とする。 

（論文審査委員会） 

第８条 学位規程第８条第２項の規定に基づき、研究科長は、研究科教授会の議を経て、指導

教員を含めた４名以上の博士論文審査委員（以下「審査委員」という。）で組織する博士

論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設けるものとする。ただし、審査委員

のうち１名は、他の大学院又は研究所等の教員等でなければならない。 

２ 研究科長は、研究科教授会の議を経て、審査委員のうちから主査１名及び副査２名を決定

する。ただし、主査及び副査は、本学博士後期課程の論文指導担当の教授、准教授でなけ

ればならない。 

３ 審査委員会は厳正な学位審査体制を確立し、いかなる金品の授受も行ってはならない。 

（論文審査、最終試験及び学力の確認） 

第９条 審査委員会は、博士論文審査、最終試験及び学位規程第９条第１項に定める学力の確

認（以下「学力の確認」という。）を行う。 

２ 審査委員会は、前項の博士論文審査の一環として、博士論文発表会を公開で開催し、博士

論文の審査を申請した者は、この場において、博士論文の内容を説明し、出席者との間に

質疑応答を行う。 

３ 審査委員会は、博士論文審査の結果、その内容が著しく不適当と認めたときは、最終試験

及び学力の確認を行わないことができる。 



 

４ 博士論文及び最終試験の成績評価は、合格又は不合格の評価をもって表す。 

（論文審査、最終試験及び学力の確認の結果の報告） 

第１０条 審査委員会は、博士論文審査、最終試験及び学力の確認が終了したときは、学位

規程第１１条の規定に従い、その結果を研究科教授会に文書で報告しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、第９条第３項に該当する場合は、研究科教授会への報告に際

し、最終試験の結果の要旨及び学力の確認の結果の要旨を添付することを要しないものと 

する。 

（学位授与の可否の審議） 

第１１条 研究科教授会は、前条の報告に基づき、学位授与の可否について審議する。 

２ 前項の審議は、投票によるものとする。 

（学長への報告） 

第１２条 研究科長は、前条の審議に基づき、その結果を文書で学長に報告しなければなら

ない。 

（学位の授与） 

第１３条 学長は、前条の報告に基づき、学位授与の可否を決定する。 

２ 学長は、学位を授与すべき者には所定の学位記を授与し、学位を授与できない者にはそ

の旨を通知する。 

（書類の様式） 

第１４条 博士論文審査等に要する書類の様式は、別記のとおりとする。 

（本内規の改廃） 

第１５条 本内規の改廃は、専攻会議、研究科教授会の議を経て学長が行う。

附 則 

１ この内規は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 「大妻女子大学大学院博士の学位審査に関する取扱要項」（昭和５８年１０月１日制定）

は、平成２２年３月３１日をもって廃止する。 

３ この内規の施行の際、平成２１年度以前に入学し、現に在学中の者に係る博士の学位審

査に関する事項については、なお、従前の例による。 

附 則 

この内規は、平成２７年４月３０日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則（令和５年１１月３０日 人間文化研究科代議員会） 

この内規は、令和６年４月１日から適用する。



 

＜学位規程第４条第１項の関係書類＞ 
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